
階層 定義 基準額 階層 定義 基準額

第１ 生活保護世帯 0

第２
市町村民税非課税世帯

（市町村民税所得割非課税世帯含む） 3,000

第３
市町村民税所得割課税額

77,100円以下 16,100

第4
市町村民税所得割課税額

211,200円以下 20,500

第５
市町村民税所得割課税額

211,201円以上 25,700

階層 定義 額 階層 定義 基準額

第１ 生活保護世帯 0

第２
市町村民税非課税世帯

（市町村民税所得割非課税世帯含む） 2,000

第３
市町村民税所得割課税額

77,100円以下 9,000

第4
市町村民税所得割課税額

211,200円以下 13,400

第５
市町村民税所得割課税額

211,201円以上 18,600

階層 定義 金額 階層 定義 金額

入　園　料
（入園申込時）

20,000
入　園　料

（入園申込時）
変更無し

保育料（毎月） 18,000 保育料（毎月） 変更無し

暖　房　費
（11月～3月毎月）

1,000
暖　房　費

（11月～3月毎月）
変更無し

園バス利用料 距離に応じて 園バス利用料 変更無し

預り保育料 時間に応じて 預り保育料 変更無し

給　食　費
１食あたり
180円

給　食　費 変更無し

＊幼稚園就園奨励費補助金の適用あり ＊幼稚園就園奨励費補助金の適用あり

安芸高田市立吉田幼稚園（新制度適用）

学校法人　ひの川学園　ひの川幼稚園（新制度適用なし）

料金体系なし

通常保育料 6,000

＊母子・父子世帯、在宅障害児（者）のいる世帯の第２、第３階層保育料軽減

＊多子世帯への保育料軽減
＊預り保育料は別途徴収 ＊預り保育料は別途徴収

国　基　準　額

平成２６年度まで 平成27年度以降（新制度）

＊給食費・教材費・おやつ代実費徴収 ＊給食費・教材費・おやつ代実費徴収

＊激変緩和として段階的に上げていく

平成２６年度 平成２７年度

幼　　稚　　園　　保　　育　　料

平成２６年度まで 平成２７年度以降（新制度）

単位 ： 円 

単位 ： 円 

単位 ： 円 


